
 

 名古屋市生涯学習センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 8 年 3 月31 日 

 

 

 

                 名古屋市長  広  沢  一  郎 

 

 

 

 

 

   名古屋市生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市生涯学習センター条例（平成12 年名古屋市条例第38 号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第 1 及び別表第 2 を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市条例第55号



別表第 1  

名 称 使 用 区 分 

利 用 料 金 の 基 準 額 

午  前 午  後 午前午後 夜  間 午後夜間 1   日 

午前 9 時

から午後

0 時30 分

まで 

午後 1 時

から午後

4 時30 分

まで 

午前 9 時

から午後

4 時30 分

まで 

午後 5 時

から午後

9 時まで 

午後 1 時

から午後

9 時まで 

午前 9 時

から午後

9 時まで 

名古屋

市千種

生涯学

習セン

ター 

 

体

育

室 

貸

切

り

の

場

合 

スポーツ

又はレク

リエーシ

ョンに使

用する場

合 

6,500円

(2,900円)

6,500円

(2,900円)

13,000円

(5,800円)

8,700円

(3,600円)

15,200円

(6,500円)

21,700円

(9,400円)

その他の

場合 

16,200円

(7,000円)

16,200円

(7,000円)

32,400円

(14,000円)

21,600円

(9,400円)

37,800円

(16,400円)

54,000円

(23,400円)

貸

切

り

で

な

い

場

合 

バスケッ

トボール

（コート

1 面につ

き） 

2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

バレーボ

ール（コ

ート 1 面

につき） 

2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

バドミン

トン（コ

ート 1 面

につき） 

1,100円 1,100円 2,200円 1,500円 2,600円 3,700円

卓球（コ

ート 1 面

につき） 

450円 450円 900円 500円 950円 1,400円

その他ス

ポ ー ツ

（ 250  平

方メート

ル以内に

つき） 

1,100円 1,100円 2,200円 1,500円 2,600円 3,700円

集会室（ 1 室につ

き） 
1,500円 1,500円 3,000円 1,800円 3,300円 4,800円

和室（1 室につき） 1,500円 1,500円 3,000円 1,800円 3,300円 4,800円

視聴覚室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

料理室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

美術室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

    

    

    



名古屋

市中村

生涯学

習セン

ター 

 

体

育

室 

貸

切

り

の

場

合 

スポーツ

又はレク

リエーシ

ョンに使

用する場

合 

2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

その他の

場合 
9,400円 9,400円 18,800円 14,100円 23,500円 32,900円

貸

切

り

で

な

い

場

合 

バドミン

トン（コ

ート 1 面

につき） 

1,100円 1,100円 2,200円 1,500円 2,600円 3,700円

卓球（コ

ート 1 面

につき） 

450円 450円 900円 500円 950円 1,400円

その他ス

ポ ー ツ

（ 250  平

方メート

ル以内に

つき） 

1,100円 1,100円 2,200円 1,500円 2,600円 3,700円

集会室（ 1 室につ

き） 
1,500円 1,500円 3,000円 1,800円 3,300円 4,800円

和室（1 室につき） 1,500円 1,500円 3,000円 1,800円 3,300円 4,800円

視聴覚室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

料理室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

美術室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

名古屋

市天白

生涯学

習セン

ター 

 

体

育

室 

貸

切

り

の

場

合 

スポーツ

又はレク

リエーシ

ョンに使

用する場

合 

2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

その他の

場合 
7,000円 7,000円 14,000円 9,400円 16,400円 23,400円

貸

切

り

で

な

い

場 

バドミン

トン（コ

ート 1 面

につき） 

1,100円 1,100円 2,200円 1,500円 2,600円 3,700円

卓球（コ

ート 1 面

につき） 

450円 450円 900円 500円 950円 1,400円

    

    

    

    



  合 その他ス

ポ ー ツ

（ 250  平

方メート

ル以内に

つき） 

1,100円 1,100円 2,200円 1,500円 2,600円 3,700円

集

会

室 

第 1 集会室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

第 2 集会室 

第 3 集会室 

（1 室につき） 

1,500円 1,500円 3,000円 1,800円 3,300円 4,800円

和室（1 室につき） 1,500円 1,500円 3,000円 1,800円 3,300円 4,800円

視聴覚室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

料理室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

美術室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

前 3 項

以外の

千種生

涯学習

センタ

ー等 

 

体

育

室 

貸

切

り

の

場

合 

スポーツ

又はレク

リエーシ

ョンに使

用する場

合 

2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

その他の

場合 
7,000円 7,000円 14,000円 9,400円 16,400円 23,400円

貸

切

り

で

な

い

場

合 

バドミン

トン（コ

ート 1 面

につき） 

1,100円 1,100円 2,200円 1,500円 2,600円 3,700円

卓球（コ

ート 1 面

につき） 

450円 450円 900円 500円 950円 1,400円

その他ス

ポ ー ツ

（ 250  平

方メート

ル以内に

つき） 

1,100円 1,100円 2,200円 1,500円 2,600円 3,700円

集会室（ 1 室につ

き） 
1,500円 1,500円 3,000円 1,800円 3,300円 4,800円

和室（1 室につき） 1,500円 1,500円 3,000円 1,800円 3,300円 4,800円

視聴覚室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

料理室（名古屋市

南生涯学習センタ

ーを除く。） 

2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

美術室 2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

  

  

  



 和洋裁室（名古屋

市守山生涯学習セ

ンターに限る。） 

2,900円 2,900円 5,800円 3,600円 6,500円 9,400円

備考 

 1  （ ）内の額は、名古屋市千種生涯学習センターの体育室の半面を貸し切る場合に

適用する。 

 2  入場料その他これに類するものを徴収し、又は営利を目的とするときの利用料金の

額は、この表に定める額に基づき承認を得て定めた額に 2.5  を乗じて得た額とする。 

 3  附属設備の利用料金の基準額は、附属設備の品目ごとに委員会が定める額とする。 

別表第 2  

名 称 使用区分 
利 用 料 金 の 額 

1  回 回 数 券 

名古屋市中川生 

涯学習センター 普通自動

車（ 1 台

につき） 

400円 
11 回分   4,000円 

25 回分   6,600円 

前項以外の千種

生涯学習センタ

ー等 

500円 
11 回分   5,000円 

25 回分   8,300円 

備考 

 1  駐車時間が30 分以内のときは、無料とする。 

 2  前項以外の千種生涯学習センター等の回数券については、名古屋市

中川生涯学習センターにおいても使用することができる。 

 

   附 則 

1  この条例は、令和 8 年10 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

2  この条例による改正後の名古屋市生涯学習センター条例別表第 1 の規定に

基づく利用料金の承認その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手

続は、施行日前においても行うことができる。 

3  この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者及び使用の許可を申請

し、受理されている者の利用料金の額については、なお従前の例による。 

4  この条例による改正前の名古屋市生涯学習センター条例の規定に基づいて

交付されている回数券を使用する場合に係る施行日以後の使用については、

なお従前の例による。 


